
 

 

繊維製品品質表示規程及び電気機械器具品質表示規程の一部を改正する告示について

（概要） 

 

令和３年１２月２０日 

消費者庁表示対策課 

 

１．家庭用品品質表示法の概要 

  家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号。以下「家表法」という。）は、家

庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的と

し、その対象となる家庭用品を指定し、当該家庭用品の品質に関する表示の標準となる

べき事項を定めることを規定している。 

 

２．改正趣旨 

  令和２年１１月に「繊維用語」に関する日本産業規格（ＪＩＳ Ｌ０２０４－２（以

下「ＪＩＳ」という。））の改正が行われたことに伴い、家表法第３条第１項の規定に基

づき定められた「繊維製品品質表示規程（以下「繊維規程」という。）」の組成表示を表

示すべき一部の事項に関し、所要の改正を行うものである。 

令和３年５月に、「テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネル

ギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成２２年経済産業省告示第２４号。以

下「基準」という。）」のエネルギー消費効率（年間消費電力量）の測定方法等が改正さ

れたことを踏まえ、家表法第３条第１項の規定に基づき定められた「電気機械器具品質

表示規程（以下「電気規程」という。）」のテレビジョン受信機に表示すべき事項に関

し、基準を引用している箇所の規定等について、今般、所要の改正を行うものである。 

なお、家表法においては、経済産業大臣は、表示の標準となるべき事項が定められる

（変更される）ことにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるとき

は、内閣総理大臣に対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請することができる

旨が規定されている（家表法第３条第４項及び第５項）ところ、今般の改正は、経済産

業大臣からの要請を受けて行うものである。 

 

３．改正内容 

（１）繊維規程 

繊維規程別表第六で定められている指定用語である「アクリル系」については、今般の

ＪＩＳ改正により「モダクリル」と変更されたことを踏まえ、繊維規程別表第六の指定用

語についても「モダクリル」に変更する。 

 

 



 

 

（２）電気規程 

①区分名及び受信機サイズを表示するテレビジョン受信機の範囲を変更 

電気規程別表第一（一）の品質に関し表示すべき事項のうち、二（区分名）、及び三

（受信機サイズ）については、対象からプラズマテレビを除く一方、有機ＥＬテレビを

加えることに変更する。合わせて、産業用のもの、国内基幹放送を受信することができ

ないもの、映像を表示する装置であって直視型でないもの、表示画面の駆動表示領域の

対角寸法が１０インチ以下のもの等を表示対象から除外する。 

 

②年間消費電力量の測定方法を変更 

電気規程別表第二（二）年間消費電力量の測定について、測定の前提になる視聴時間

に関し直近の統計結果を踏まえた値に変更（１日４．５時間から５．１時間に変更）す

ること、現在、市場に普及している録画装置が内蔵されたテレビジョン受信機の録画に

係る消費電力も勘案して年間消費電力量を算出することに変更する。 

 

③区分名の表示区分を変更 

電気規程別表第二（三）区分名の表示区分について、パネル種類（液晶又は有機Ｅ

Ｌ）及び画素数（２Ｋ未満、２Ｋ以上４Ｋ未満、４Ｋ以上）の２要素で区分分けを行い

４区分にする。なお、有機ＥＬ製のテレビジョン受信機については現時点で４Ｋ以上の

製品しか確認できないため区分は一つにする。 

 

区分名 パネル種類 画素数 

a 液晶 ２Ｋ未満 

b 液晶 ２Ｋ以上４Ｋ未満 

c 液晶 ４Ｋ以上 

d 有機ＥＬ － 

 

４．今後の予定 

令和３年１２月２０日    ：改正告示の公布 

令和４年１月１日      ：改正告示の施行 

 

なお、事業者に対する周知及び準備のため経過措置を設け、施行から令和４年１２月３

１日までの間に繊維製品及びテレビジョン受信機に表示するものについては、なお従前の

例によることができることとする予定である。 

 

 


